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縦覧用 

 

 犬山市農業委員会総会議事録   

 

１．令和７年１１月２６日午後２時００分犬山市役所２階２０５会議室

に於いて犬山市農業委員会を招集した。  

 

１．総会の議案は別紙農業委員会総会議案一覧表のとおりである。  

 

１ ． 当 日 の 出 席 委 員 は 次 の と お り で あ る 。  

 １番  田中  幸子    ２番   宮田  孝   

 ３番  小川  豊    ４番  齋藤  ゆみ   

 ５番   安田  勝明    ６番  斉木  一吉   

 ７番  宮島  直也    ８番  宮地  勝則   

 ９番   河村  修   １０番   田中  隆   

 

１ ． 本 日 会 議 に 出 席 し た 職 員 は 次 の と お り で あ る 。  

事  務  局  長  山崎  直人  次長  宮田  隆志  

統  括  主  査  大薮  剛士  書記  中川  碧  

書記  後藤  悠真    

 

１．総会の顛末は次のとおりである。  

 

１．午後２時００分、宮地会長が議長席につき、１０名が出席につき会

議は成立する旨を述べ開会を宣す。  

 次 に 議 事 録 署 名 者 ２ 名 の 指 名 を 行 う 。  

９番  河村  修                １０番   田中  隆  
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議長  

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

それでは議案一覧表に基づき、第４１号議案から第４６号議

案を上程します。  

それでは、事務局より議案の説明をお願いします。  

 

説明を始めさせていただきます。  

 

議 案 書 １ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 第 ４ １ 号 議 案 、 農 地 法 第 ３

条の規定による許可申請書許可決定についてです。  

議案書２ページをご覧ください。番号 1 番。申請事由は営農

規模拡大です。  

 

【議案説明】  

 

譲渡人 は高 齢や 農 業経験 がな いこ と から土 地の 耕作 が 困難に

なって お り、耕 作 放棄地と なって い る 本申請 地の管 理 に困って

いたとこ ろ 、営 農 規模拡大 を考え て いた譲 受 人が 所 有 権を取得

し 、 営 農 型 太 陽 光 発 電 施 設 に よ る 耕 作 を 行 う こ と で 話 が ま と

まったため本申請となりました。  

本案件 と 第 ４２ 号 議案の １番 は 営 農 型太陽 光発 電施 設 に関す

る申請で す。 営 農 型太陽光 発電施 設 について は、第 ４ ２号議案

の説明の際にさせていただきます。  

譲受人 は申 請地 で 、営農 型太 陽光 発 電施設 によ る耕 作 を計画

しております。  

第４１ 号議 案の 本 案件に つい ては 、 譲受人 の 法 人が 申 請地の

所有権を移転するための申請となっております。  

譲受人 は岐 阜県 美 濃加茂 市の 認定 農 業者で す。 岐阜 県 を中心

に荒廃農 地を解 消 して営農 型太陽 光 発電施設 による 耕 作を 行っ

ている法人です。現在、約 11ha の農地を耕作しており、主にハ

ランやザ クロな ど を耕作し ており ま す。申請 地では ザ クロを耕

作する予 定で、 ザ クロは岐 阜県で 既 に耕作、 収穫、 販 売を行っ

ておりま す。 ま た 、法人の 事業内 容 や構成員 等から 、 農地所有

適格法人 の要件 に 該当 し、 農 地の 所 有権を取 得でき る ことを 確
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認済みです。  

耕作に 必要 な農 業 機械を 所有 して 適 切に管 理し てお り 、農業

技術及び 農業経 験 も十分な 水準で あ り、許可 相当で あ ると見込

まれます。  

 

番号２番。申請事由は営農規模拡大のためです。  

 

【議案説明】  

 

譲 渡 人 は 高 齢 で 、 耕 作 が 困 難 に な っ て い た と こ ろ 、 譲 受 人 が

本申請地 を譲受 け 、耕作及 び管理 す ることで 話がま と まったた

め本申請となりました。  

譲受人 は 以 前か ら 、犬山 市内 で耕 作 してお りま す。 ま た、 耕

作に必要 な農業 機 械を所有 して適 切 に管理し ており 、 農業技術

及び農業 経験も 十 分な水準 であり 、 許可相当 である と 見込ま れ

ます。  

 

議案書 ３ペ ージ を ご覧く だ さ い。 番 号３番 。申 請事 由 は 営農

規模拡大のためです。  

 

【議案説明】  

 

譲渡人 は高 齢で 耕 作が困 難に なっ て いたと ころ 、本 申 請地 を

以前から 耕作を し ている 譲 受人が 本 申請地を 譲受け 、 引き続き

耕作することで話がまとまったため、本申請となりました。  

譲受人 は 以 前か ら 、本申 請地 を耕 作 してお りま す。 ま た、 耕

作に必要 な農業 機 械を所有 して適 切 に管理し ており 、 農業技術

及び農業 経験も 十 分な水準 であり 、 許可相当 である と 見込まれ

ます。  

 

続いて、番号４番。申請事由は営農規模拡大です。  
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【議案説明】  

 

譲渡人 は本 申請 地 を相続 によ って 取 得 しま した が、 農 作業の

委 託 や 管 理 が 行 わ れ て い な い こ と か ら 、 長 期 間 耕 作 放 棄 地 に

なってお りまし た 。そこで 営農規 模 拡大を考 えてい た 譲受人が

本申請地 を耕作 及 び管理す ること で 話がまと ま った た め本申請

となりました。  

譲受人 は農 業法 人 であり 、耕 作に 必 要な農 業機 械を 所 有して

おります。  

こちら の法 人は 、 昨年度 、農 地法 第 ３条の 申請 によ り 楽田地

区の農地の所有権を取得しております。  

取得し た農 地の う ち一筆 は、 現在 田 から畑 に転 換を す るため

に畑土を 入れて 整 備してお り、作 付 けは来年 度に予 定 している

ことを聞き取りしております。  

 

議案書 の ４ ペー ジ をご覧 くだ さい 。 番号５ 番。 申請 事 由は権

利設定をしている農地を自己所有して耕作するためです。  

 

【議案説明】  

 

譲受人 は以 前か ら 、本申 請地 を使 用 貸借の 形で 耕作 を してお

ります。 譲渡人 は 高齢で耕 作が困 難 なため所 有権を 移 転し、 今

後も譲受 人が耕 作 を 続ける ことで 話 がまとま ったた め 本申請と

なりました。  

譲受人 は 以 前か ら 、 本申 請地 を耕 作 してお りま す。 ま た、 耕

作に必要 な農業 機 械を所有 して適 切 に管理し ており 、 農業技術

及び農業 経験も 十 分な水準 であり 、 許可相当 である と 見込まれ

ます。  

 

続いて、番号６番。申請事由は営農規模拡大です 。  

 

【議案説明】  
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譲受人 は、 小牧 市 に住ん でお り、 ５ ０年程 米作 をし て おりま

す。米作 の営農 規 模拡大を 考えて い たところ 、高齢 で 営農規模

の縮小を 考え て い た譲渡人 と話が ま と まった ため、 本 申請とな

りました。  

譲受人 は 以 前か ら 、犬山 市内 で耕 作 してお りま す。 ま た、 耕

作に必要 な農業 機 械を所有 して適 切 に管理し ており 、 農業技術

及び農業 経験も 十 分な水準 であり 、 許可相当 である と 見込まれ

ます。  

 

議 案 書 ５ ペ ー ジ を ご 覧 く だ さ い 。 第 ４ ２ 号 議 案 、 農 地 法 第 ５

条の規定による許可申請書意見決定についてです。  

議案書６ページをご覧ください。番号 1 番。転用の目的は営

農型太陽光発電施設用地が必要なためです。  

 

【議案説明】  

 

本案件 は、 先程 説 明した 、第 ４ １ 号 議案の 番号 １番 に 関連す

る営農型 太 陽光 発 電のパネ ルの支 柱 部分を一 時転用 す るための

申請です。  

こ こ で 、 営 農 型 太 陽 光 発 電 に つ い て 補 足 さ せ て い た だ き ま

す。別で 用意さ せ ていただ いた、 「 営農型太 陽光発 電 設備につ

いて」という資料をご覧ください。  

 営農型 太陽光 発 電設備と は、一 時 転用許可 を受け 、 農地に支

柱を立て て、上 部 空間に太 陽光 パ ネ ルを設置 し 、営 農 を継続し

ながら発 電を行 う 事業 です 。 犬山 市 には現在 、今井 地 区に一箇

所あり、 令和７ 年 ８月に転 用期間 の 更新につ いて審 議 していた

だきました。  

資料の①の青い枠線で囲まれた部分をご覧ください。  

営農型 太陽 光発 電 施設の 一 時 転用 で あれば 、通 常で あ れば３

年間が 上 限とな っ ておりま すが、 要 件を満た す場合 は １０年間

で申請することができます。  



- 7 - 

縦覧用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

借人は 岐阜 県美 濃 加茂市 の認 定農 業 者です 。 本 申請 地 は、農

地区分が 農用地 区 域 内農地 であり ま すが、認 定農業 者 等の担い

手が下部 の農地 で 営農を行 う ため 、 一 時転用 期間が １ ０年以内

となり ま す。そ の ため、 本 申請は １ ０年間の 一時転 用 となりま

す。  

議案書の説明に戻ります。  

借 人 は 、 岐 阜 県 美 濃 加 茂 市 に 事 務 所 を 有 し 、 農 畜 産 物 の 生

産、加工 、販売 や 太陽光発 電所の 設 計、施工 、管理 な どを行う

事業者で す。 荒 廃 農地 を活 用した 営 農型 太陽 光発電 を 行 ってお

り、太陽 光発電 施 設の設置 場所を 探 していた ところ 、 日照の条

件や土地 所有者 及 び隣地所 有者の 同 意など設 置の条 件 に合った

ため、本申請となりました。  

地図資 料の ６２ ペ ージを ご覧 くだ さ い。 雨 水は 地下 浸 透にて

処理します。汚水排水はありません。  

 農 地 区 分 表 を ご 覧 く だ さ い 。 農 地 区 分 は 表 面 左 側 １ 番 、 ｱ -

(ｱ)、農業振興地域の整備に関する法律（農振法）第８条第１項

の規定に より市 町 村が定め る農業 振 興地域整 備計画 に おいて農

用地等と して利 用 すべき土 地とし て 定められ た土地 の 区域（農

用地区域 ）内に あ る農地で 、 農用 地 区 域内農 地 に該 当 します。

許可基準は、右面３番、 ｱ-(ｲ)-c、仮工作物の設置その他一時的

な利用に 供する た めに行う もので 利 用目的を 達成す る 上で当該

農地を供 する必 要 があり 、 かつ、 農 業振興地 域整備 計 画の達成

に支障を及ぼす恐れがないもの、に該当します。  

 

続いて 、番 号２ 番 。転用 の目 的は 駐 車場用 地 が 必要 な ためで

す。  

 

【議案説明】  

 

借 人 は 産 業 機 械 や 専 用 機 の 設 計 や 製 作 組 立 業 を 行 う 法 人 で

す。  

 現在、 従業員 用 の駐車場 がなく 、 親会社の お客様 用 駐車場を
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借りてい ました が 、搬入・ 搬出時 に 車の移動 をしな け ればなら

ず業務に 支障が 生 じ ており ます。 会 社専用の 駐 車場 用 地を探し

ていたと ころ、 代 表者の所 有して い る土地を 駐車場 と して活用

することで話がまとまったため本計画となりました。  

 地図資 料の ６ ５ ページを ご覧く だ さい。 雨 水は 敷 地 内を砂利

敷にして敷地内処理します。汚水排水はありません 。  

 農地区分表 をご 覧ください。 農地 区分は裏面左 側 １ ２番、 ｴ -

( ｱ )-b-(b)、街 区に 占め る宅 地 の割 合 が 40％を 超え てい る区 域

にある 農 地で、 第 ３種農地 に該当 し ます。許 可基準 は 右側の３

６番、 ｴ-(ｲ)、許可することができる、に該当します。  

 

 議案書 ７ペー ジ をご覧く だ さい 。 番号３番 。 転用 の 目的は 建

築条件付宅地分譲用地が必要なためです。  

 

【議案説明】  

 

譲 受 人 は 岐 阜 県 可 児 市 で 不 動 産 の 売 買 を 営 む 法 人 で す 。 譲 渡

人らは高 齢や家 族 状況の変 化が理 由 で 耕作管 理が出 来 ず、土地

の売却を 検討し て いたとこ ろ、犬 山 市内の都 市計画 法 第３４条

第１１号 に 該当 す る区域に おいて 建 築条件付 宅地分 譲 敷地を探

している譲受人と話がまとまったため、本申請となりました。  

 地図資 料の ６ ８ ページを ご覧く だ さい。 各 分譲区 画 内に 集水

桝および 合併処 理 浄化槽を 設け、 接 道する南 側道路 に 排水側溝

を新設し、雨水及び汚水の排水を行います。  

農地区分 表をご 覧 くださ い 。農地 区 分は裏面 左側 １ ０ 番、 ｴ -

(ｱ)-a-(b)、駅、船舶発着所、インターチェンジ、県庁・市区町

村 役 場 （ 支 所 を 含 む ） 及 び こ れ ら の 類 似 施 設 （ バ ス タ ー ミ ナ

ル）か ら概ね 300ｍ以内 の区 域に あ る農地 で 、 第３ 種 農地に 該

当します。許可基準は右側の３６番、 ｴ-(ｲ)、許可することがで

きる、に該当します。  

 

議案書 の８ ペー ジ をご覧 くだ さい 。 第４ ３ 号議 案、 農 地法第
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２条第１項の農地に該当しない旨の証明願についてです。  

議案書の９ページをご覧ください。  

番号１ 番は 、１ １ 月２０ 日に 事務 局 と城東 地区 担当 の 農業委

員、推進 委員で 現 地 の確認 を行い ま した。申 請地は 既 に 樹木や

雑木が生 い茂っ て おり原野 となっ て おります 。 耕作 が 困難で農

業上の利 用が見 込 めない土 地です 。 また、申 請地に 機 械等 での

進入がで きず、 農 地として 再生す る ことは困 難な状 況 のため、

非農地であると見込まれます。  

 

議案書 の １ ０ペ ー ジをご 覧く ださ い 。第 ４ ４ 号 議案 、 農地中

間管理事 業の推 進 に関する 法律第 １ ９条第３ 項 の規 定 による農

用地利用集積等促進計画素案の意見決定についてです。  

 議案書 の １１ ペ ージをご 覧くだ さ い。 今月 の案件 は 、２件で

す。  

 整理番 号１番 に ついては 羽黒地 区 、番 号２ 番につ い ては、楽

田地区となります。  

 

議案書の６ページをご覧ください。第４５号議案、農業振興

地域整備計画変更に伴う、農業委員会の意見決定についてで

す。  

 

整理番 号 １ 番。 変 更の目 的は 資材 置 場です 。 本 案件 は 是正案

件です。 申出者 は 、昭和 ３ ０ 年に 設 立した給 排水設 備 工事を行

う法人で す。 平 成 １０年頃 、本社 事 務所に十 分なス ペ ースがな

く、事業 で使う 資 材の置場 が不足 し ており、 資材置 場 用地が必

要であり ました 。 資材置場 用地 を 探 していた ところ 、 当該申出

地の所有 者より 土 地を貸し てもよ い との話が あり、 資 材置場と

しての利 用を始 め ました。 この度 、 申出者は 申出地 が 農用地区

域内の農 地で、 農 地関連法 令の手 続 きがされ ていな い 状態であ

ることを 知りま し た。他の 土地へ 移 転するこ とを検 討 しました

が、距離 や面積 、 所有者の 同意が 取 れないな ど、条 件 を満たす

適地があ りませ ん でした。 今後も 事 業を行う ために は 申出地で



- 10 - 

縦覧用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資材置場が必要であり、是正を行うため本申出となりました。  

２ペー ジ目 の付 図 ８号を ご覧 くだ さ い。斜 線と なっ て いる部

分が申出 地です 。 申出地は 、北側 が 道路、東 側が駐 車 場となっ

ており、 農用地 区 域の周辺 部だと 判 断してお ります 。 西側と南

側は農用 地区域 に 面してお ります が 、申出地 を除外 し ても周辺

農地の地 形的連 続 性を損な わない こ とから、 農作業 へ の支障は

軽微なものと判断しております。  

農用地 利用 集積 等 促進計 画を 確認 し たとこ ろ、 申出 地 におい

て利用集 積をし て い る担い 手はお ら ず、今後 の利用 集 積への支

障はないものと判断しております。  

５ペー ジ目 の利 用 計画 図 をご 覧く だ さい。 申出 地は 、 周囲に

コンクリ ートブ ロ ックを設 置して 土 砂 等の流 出を防 止 します。

汚 水 排 水 は な く 、 雨 水 は 、 自 然 浸 透 に て 処 理 し ま す 。 こ の た

め、土地改良施設への支障は及ぼさないものと判断します。  

また、 除外 後の 農 地種別 は、 農地 区 分表 の 表面 ２ 番 、 概ね１

０ ha 以上の一団の農地の区域内に該当することから第１種農地

となり、 許可基 準 は右側 １ ０ 番、 周 辺居 住者 の日常 生 活上又は

業務上必 要な施 設 に該当す ること か ら、農地 法の許 可 見込みが

あることを確認しています。  

 

７ペー ジを ご覧 く だ さい 。  整理 番 号２番 。変 更の 目 的は駐

車場です 。本案 件 は是正案 件です 。 申出者は 、昭和 ４ ８年に設

立した合 成樹脂 製 造加工業 を営む 法 人です 。 平成 ４ 年 頃に本社

工場を新 設し、 事 業が順調 に進ん で いました が、次 第 に従業員

用の駐車 場が不 足 しており ました 。 本社敷地 内に十 分 な駐車ス

ペースは なく、 本 社付近で 駐車場 用 地を探し ていた と ころ、現

在の土地 所有者 の 祖母より 土地を 貸 してもよ いとの 話 があり、

駐車場と しての 利 用を始め ました 。 借り受け 時には 既 に駐車場

として整 備され て おりまし たが、 申 出地が農 用地区 域 内の農地

で、農地 関連法 令 の手続き がされ て いない状 態であ る ことを知

りました 。 他の 場 所へ移転 も含め 代 替地を検 討しま し たが、距

離や面積 、所有 者 の同意が 取れな い など条件 を満た す 適地が あ
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りません でした 。 申出地は 本社工 場 からも近 く、引 き 続き従業

員の駐車 場とし て 必要な場 所であ り 、他の土 地で代 替 すること

は困難であることから、是正を行う ため本申出となりました。  

８ペー ジ目 の付 図 ８号を ご覧 くだ さ い。斜 線と なっ て いる部

分 が 申 出 地 で す 。 申 出 地 は 、 北 側 が 道 路 、 西 側 の 一 部 が 雑 種

地、南側 が宅地 と なってお り、農 用 地の周辺 部だと 判 断してお

ります。 東側、 西 側の一部 は農 用 地 区域に面 してお り ますが、

申出地を 除外し て も周辺農 地の地 形 的連続性 を損な わ ないこと

から、農 作業 へ の 支障は軽 微なも の と判断し ており ま す。 農用

地利用集 積等促 進 計画を確 認した と ころ、申 出地に お いて利用

集積をし ている 担 い手はお らず、 今 後の利用 集積へ の 支障はな

いものと判断しております。  

１１ ペ ージ 目の 利 用計画 図を ご覧 く ださい 。申 出地 は 、周囲

に コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク を 設 置 し て 土 砂 等 の 流 出 を 防 止 し ま

す。汚 水 排水は な く、雨水 は、自 然 浸透にて 処理し ま す。この

ため、土地改良施設への支障は及ぼさないものと判断 します。  

また、除 外後の 農 地種別は 、農地 区 分表の裏 面６番 を ご覧くだ

さい。本 案件は 、 名鉄羽黒 駅から ９ ２７ｍに 位置し 、 羽 黒駅を

中心とし た半径 ９ ２７ｍ以 内の宅 地 率が４０ ％を超 え ているた

め、番号 ６番に 該 当し、第 ２種農 地 となりま す。許 可 基準は右

側３４番 に該当 し 、表面右 側１０ 番 、周辺居 住者の 日 常生活上

又は業務 上必要 な 施設に 該 当する こ とから、 農地法 の 許可見込

みがあることを確認しています。  

 

議案書 の １ ３ペ ー ジをご 覧く ださ い 。第４ ６ 号 議案 、 地域計

画の変更に伴う農業委員会の意見決定についてです。  

城東地 区の 地域 計 画につ いて 、新 た な担い 手の 位置 付 けによ

る計画の 変更が 必 要となり ました 。 法律によ り、地 域 計画の変

更の際に は、農 業 委員会を 含める 関 係 機関の 意見を 伺 うことと

なっており、今回議案として上げさせていただいております。  

変更理由については変更理由書をご覧ください。  

１番、地域計画の変更についてです。変更理由は２つです。  
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議長  

 

 

１つ目 は、 地域 内 の農業 を担 うも の の追加 です 。今 回 、新た

に１名の方を地域計画に編入する計画となっております。  

続いて ２つ 目 は 、 今回新 たに 地域 計 画に位 置付 けす る 担い手

の方が耕作している土地を、地域計画へ位置付けします。  

本件の 担い 手及 び 耕作地 につ きま し ては、 令和 ７年 １ ０月の

農業委員 会にお い て、利用 権の設 定 について 皆さん に 審議をし

ていただ きまし た 。 担い手 はブド ウ を耕作し ており 、 耕作地 を

適切に管 理して お ります。 具体的 な 地域計画 の変更 箇 所につい

ては、変更案の通りです。  

１番 、 地域 計画 の 区域の 状況 につ い ては、 新た に地 域 計画に

農 地 を 編 入 す る た め 、 そ れ に 伴 い 面 積 を 一 部 修 正 し て お り ま

す。  

また、 ４番 の地 域 内の農 業を 担う も の一覧 には 新た に 地域計

画 に 位 置 づ け る 方 １ 名 に つ い て 記 載 さ せ て い た だ い て お り ま

す。  

地域計 画の 変更 に 伴う目 標地 図の 変 更につ いて は、 目 標地図

の案の通 りです 。 今回新た に耕作 者 として追 加され る 方を記載

させていただいております。  

今回の 変更 案 に つ いて、 関係 機関 か ら意見 聴取 を行 っ て おり

ます。ま た、１ ０ 月２７日 に城東 地 区の農業 委員推 進 委員と事

務局と 新 たに位 置 付けをす る担い 手 の方と面 談を行 っ ておりま

す。  

担い手 の方 はブ ド ウを耕 作し てお り 、申請 地に おい て も耕作

が十分に 可能な こ とを確認 してお り ます。本 計画案 に ついて協

議を行っ ており 、 今回の地 域計画 の 変更に伴 い、周 辺 の営農等

に支障は生じないものと判断しております。  

 

 議案書の説明は以上です。  

 

ただいま事務局から第４１号議案から第４６号議案までの説

明がありました。これらについて質問とかご意見がある方、挙

手をお願いいたします。  
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宮田委員  

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

議長  

 

 

 

田中委員  

 

 

 

 

 ２番の宮田です。  

 ４１号議案の番号１番と４２号議案の番号１番について、４

１号議案が所有権移転で４２号議案が賃借権になっている違い

について教えていただきたいです。  

 

 営農型太陽光発電施設については、発電事業も営農も同じ事

業者が行います。営農型太陽光発電の場合、農地法３条と５条

の申請は同時申請になるので、事業者がまだ所有権を取得して

いない状況での転用の申請になります。したがって便宜上賃借

権と書かざるを得ないですが、実際は事業者が所有権をもって

事業を行います。今回の申請は一時転用になるので、賃借権の

扱いとなります。１０年後の更新の際には所有権は事業者に

移っていますので農地法第４条の申請になります。  

 

 私からも２点お聞きします。  

１点目について、農用地利用計画変更届出書２件について、

以前より手続きなしで雑種地として利用しており、このタイミ

ングでの申出となりましたが、始末書は申出の際に必要になり

ますか。  

 

はい。今回の申出の際に始末書を添付していただいておりま

す。  

 

 わかりました。２点目についてですが、第４１号議案、番号

４番の案件について、以前同じ申請者が楽田地区で農地法３条

の申請をされた農地の現状はどのような状況でしょうか。  

 

 現状は埋め立てていた場所は、業者によって整地されてい ま

す。北側の農地も稲がなっており、現在は刈って綺麗にしてい

ました。  
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議長  

 

田中委員  

 

 

議長  

 

田中委員  

 

 

議長  

 

安田委員  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 畑の方は、埋め立てなど終わって耕作はしていますか。  

 

 埋め立ては終わっていますが、耕作は行われていませんでし

た。次の耕作内容は具体的には決まっていない様子です。  

 

 管理はしていて、準備期間中ということでよろしいですか。  

 

 はい。建築関係の土を盛る業者が入って作業していますので

大丈夫だと考えています。  

 

 他に質問はございますか。  

 

 ５番の安田です。第４５号議案番号１番について、申出地は

数年前ではなく、だいぶ前から違反状態となっていたと思いま

す。  

申出地に置かれた資材等がはみ出て、農業用水が詰まってしま

うことも昔あったところです。先ほどの会長の質問で始末書が

添付されているとお話しがあったが、始末書を添付するだけで

問題ないのか。始末書添付だけで是正できるならば、無断で転

用して後々手続きすれば、どこでもできてしまうのではない

か。  

 

農振除外の是正案件については、平成３０年ごろまでは、農

地への現状復旧を求めておりました。しかし、実際に農地へ 復

旧するのは難しく、違反状態が解消されない場合がほとんどで

した。現在では、農振除外、及び農地転用の見込みがある案件

については、始末書を添付していただき、申請等をしていただ

いております。逆に、農用地の中心であったり、除外、許可の

見込みのない利用方法がとられていた場合は、除外、転用が不

可能であり、農地への復旧を求めることになります。  

そのため、違反案件は始末書が出てきたとしても、除外、許

可見込みがない場合は手続きが行えず、農地へ復旧してもらう
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議長  

 

 

 

事務局  

 

 

 

 

議長  

 

 

議長  

 

 

 

 

 

 

 

議長  

 

必要がございます。  

１番の案件については、東側が駐車場となっており、農 用地

の周辺部と判断しております。その他要件も満たしていること

から、除外の見込みありと判断しております。  

また、農地転用についても、第１種農地になりますが、業務

上必要な土地であり、許可の見込みがあることを確認しており

ます。始末書も添付されていることから、違反案件ではありま

すが、除外、転用の見込みがあるため今回審議していただいて

おります。  

 

今回の案件は長年違反状態ということですが、課税を行って

いる税務課と協力して、同じように違反状態の土地を把握し、

解消に向けて取り組むことはできないか 。  

 

税務課と協議させていただきますが、市内にある農地の数が

膨大であり、また、除外、許可など手続きを行ってい ても、登

記地目を変更していない案件もあるかと思いますので、なかな

か難しいかと思います。  

 

 わかりました。  

 他にご質問は、ありませんか。  

 

他に ご 意見 はな さ そうな ので 、こ こ で地区 審議 に入 ら せてい

ただきます。  

１５ 分 ぐら いと い うこと で 、 １５ 時 １５分 まで 地区 審 議をお

願いします。  

 

１５時００分  地区審議  

１５時１５分    開議  

  

 それでは、総会を再開します。  

第４１号議案、農地法第３条の規定による許可申請書許可決
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安田委員  

 

 

議長  

 

斉木委員  

 

 

議長  

 

田中委員  

 

 

議長  

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

 

安田委員  

 

 

議長  

定について意見の決定を求めます。  

１番から３番について、城東地区お願いします。  

 

 ５番の安田です。  

１番から３番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

 ４番から５番について、羽黒地区お願いします。  

 

 ６番の斉木です。  

４番から５番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

 ６番について、楽田地区お願いします。  

 

 １０番の田中です。  

６番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

ただいまお聞きのとおり、地区審議 の結果発表がありました

ので、全委員さんにお諮りします。  

第４１号議案、別紙申請事項について意見の決定を可と決定

してよいでしょうか。  

 

【全委員  異議なしの声】  

 

 それでは本議案について可と決定しました。    

続いて第４２号議案、農地法第５条の規定による許可申請書

意見決定について意見決定を求めま す。                      

 １番から３番について、城東地区お願いします。                                                         

 

 ５番の安田です。  

１番から３番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

ただいまお聞きのとおり、地区審議の結果発表がありました
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議長  

 

 

 

 

安田委員  

 

 

議長  

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

 

 

斉木委員  

 

 

議長  

 

ので、全委員さんにお諮りします。  

第４２号議案、別紙申請事項について意見の決定を可と決定

してよいでしょうか。  

 

【全委員  異議なしの声】  

 

 それでは本議案について可と決定しました。   

続いて第４３号議案、農地法第２条第１項の農地に該当しな

い旨の証明願について意見の決定を求めます。         

 １番について、城東地区お願いします。                  

 

 ５番の安田です。  

１番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

ただいまお聞きのとおり、地区審議の結果発表があり ました

ので、全委員さんにお諮りします。  

第４３号議案、別紙申請事項について意見の決定を可と決定

してよいでしょうか。  

 

【全委員  異議なしの声】  

 

 それでは本議案について可と決定しました。   

続いて第４４号議案、農地中間管理事業の推進に関する法律

第１９条第３項の規定による農用地利用集積等促進計画素案の

意見決定について意見の決定を求めます。         

 １番について、羽黒地区お願いします。                     

 

 ６番の斉木です。  

１番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

 ２番について、楽田地区お願いします。  
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田中委員  

 

 

議長  

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

 

 

 

安田委員  

 

 

議長  

 

斉木委員  

 

 

議長  

 

 

 

 

 

 

議長  

 １０番の田中です。  

２番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

ただいまお聞きのとおり、地区審議の結果発表がありました

ので、全委員さんにお諮りします。  

第４４号議案、別紙申請事項について意見の決定を可と決定

してよいでしょうか。  

 

【全委員  異議なしの声】  

 

それでは本議案について可と決定しました。  

続いて第４５号議案、農業振興地域整備計画変更（令和 ８年

１月案件）に伴う農業委員会の意見決定について意見の決定を

求めます。  

１番について、城東地区お願いします。  

 

 ５番の安田です。  

 １番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

 ２番について、羽黒地区お願いします。  

 

 ６番の斉木です。  

２番について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

ただいまお聞きのとおり、地区審議の結果発表がありました

ので、全委員さんにお諮りします。  

第４５号議案、別紙申請事項について意見の決定を可と決定

してよいでしょうか。  

 

【全委員  異議なしの声】  

 

 それでは本議案について可と決定しました。    



- 19 - 

縦覧用 

 

 

 

 

 

安田委員  

 

 

議長  

 

 

 

 

 

 

議長  

 

 

事務局  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

議長  

 

議長  

続いて第４６号議案、地域計画の変更に伴う農業委員会の意

見決定について意見の決定を求めます。  

変更案について、城東地区お願いします。  

 

 ５番の安田です。  

変更案について、地区審議の結果、可と認めます。  

 

ただいまお聞きのとおり、地区審議の結果発表がありました

ので、全委員さんにお諮りします。  

第４６号議案、別紙地域計画の変更について意見の決定を可

と決定してよいでしょうか。  

 

【全委員  異議なしの声】  

 

 それでは本議案について可と決定しました。   

続いて報告事項について事務局より報告してください。  

 

 議案書の１４ページをご覧ください。第２０号議案、農地法

第４条第１項第７号の規定による農地転用届出書受理につ いて

です。  

 議案書の１５ページをご覧ください。今月の報告は１件で

す。  

議案書の１６ページをご覧ください。第２１号報告、農地法

第５条第１項第６号の規定による農地転用届出書受理について

です。  

議案書の１７ページをご覧ください。今月の報告は５件で

す。  

 

報告について、ご質問などありましたらお話ください。  

 

何もないようですので、報告は終了しました。  

これで本日予定しました案件は全て終了しました。これを
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もって本日の議事は終わらせていただきます。長時間ありがと

うございました。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


